
岩手県監査委員告示第11号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づき、監査委員監査基準（令和２年岩手県監査委員告

示第12号）に準拠して行った行政監査及び定期監査の結果を次のとおり公表する。 

  令和８年３月３日 

                                          岩手県監査委員 佐々木 朋 和 

                                          岩手県監査委員 名須川   晋 

                                          岩手県監査委員 五 味 克 仁 

                                          岩手県監査委員 中 野 玲 子  

１ 監査対象機関、監査の実施内容及び監査の着眼点 

監査対象機関 監査の実施内容 監査の着眼点 

岩手県立宮古高等学校 

 監査対象機関で処理している事

務のうち、収入、支出、契約、財

産管理及び行政運営の各事務並び

に現金等の出納保管に関する事務

について、関係帳票及び証書類等

を調査し監査を行った。 

 収入、支出等の事務が適正になされて

いるか、また、収入確保に係る債権管理

、未収金回収等が適正になされているか

、事務事業の執行に係る委託事業の契約

事務、補助事業の交付決定事務等が適正

になされているか等に着眼して監査を行

った。 

２ 監査の結果 留意改善を要する事項は、次のとおりである。 

  支出事務の執行に当たり、執行管理体制に不適当なものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。 

なお、内部統制が十分であるとは認めがたい状況にあるので、支出事務の適正な執行確保のための取組の実施、組織として実

効性のある内部統制の構築等、再発防止に努められたい。 


		2026-02-25T15:29:30+0900
	Iwate prefecture




